
令和３年度
地域型住宅グリーン化事業



地域型住宅グリーン化事業の概要
本事業は、地域における木造住宅生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため中小住宅生産者等が、他の中小
住宅生産者や木材、建材流通等の関連事業者とともに連携体制（グループ）を構築して省エネルギー性能や耐久
性等に優れた木造住宅・建築物の整備やこれと併せて行う三世代同居への対応等に対して補助するものです。



※重要事項※ 現場写真について

▼着工前写真（更地）が交付申請時に必須になります！

【着工前写真】
異なる場所（対角となる2方向）から撮影した敷地全景写真
丁張り・表層改良までは未着工
※根切り工事・柱状の地盤改良・基礎杭打ち工事は着工

【必要情報】
・採択通知番号 「国住木21」
・建築主名
・撮影日

【工事看板】
看板の記載事項の読み取りが不可
電子黒板は原則不可
※信憑性確認機能（改ざん検知機能）を有するものの場合は
使用可能



※重要事項※ 支払証明書について
▼完了実績報告時 領収書の写し及び送金伝票の写しの両方の提出が必須となります！
＊現金手渡し不可
＊補助金相殺不可（契約金額全額支払い後、補助金をお施主様に支給）

【領収書の写し】
・領収額、発行者（受注者）、発行先（発注者）、支払日の明記
・収入印紙（貼付消印あり）

☛施工事業者が建築主（売買契約による住宅は買主）に交付したもの

【送金伝票等の写し】
・金融機関等の第三者を通じた支払いが確認できる通帳
・振込受付書（金融機関の受付印があるもの）
・振込明細書
・インターネットバンキングの入出金明細照会等の写し

☛施工事業者が金融機関を通じて建築主（買主）から支払いを受けたことが証明できるもの、
建築主（買主）が施工事業者に金融機関を通じて支払ったことが証明できるもの



※重要事項※ 契約書について



※重要事項※ 契約書について



地域型住宅グリーン化事業(長寿命型）
本事業は、地域における木造住宅生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため中小住宅生産者等が、他の中小
住宅生産者や木材、建材流通等の関連事業者とともに連携体制（グループ）を構築して省エネルギー性能や耐久
性等に優れた木造住宅・建築物の整備やこれと併せて行う三世代同居への対応等に対して補助するものです。



長寿命型 １工務店につき上限７戸
※Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用した場合14戸



長寿命型 １工務店につき上限７戸

●補助金 110万円/戸 ※施工経験4戸以上の事業者は100万円/戸

＋ 最大３０万円（省エネ強化 BEI 0.8以下）

＋ 最大２０万円(①地域材） or

最大３０万円（②三世代同居) or （③若者・子育て）

■共通ルールを順守

■長期優良住宅
耐久・耐震・省エネルギー性に優れ、配管等の維持管理や間取りの変更などが容
易にできるよう一定の条件を満たす住宅

※Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用した場合14戸



地域型住宅グリーン化事業（高度省エネ型・ゼロエネ型）
本事業は、地域における木造住宅生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため中小住宅生産者等が、他の中小
住宅生産者や木材、建材流通等の関連事業者とともに連携体制（グループ）を構築して省エネルギー性能や耐久
性等に優れた木造住宅・建築物の整備やこれと併せて行う三世代同居への対応等に対して補助するものです。



高度省エネ型 １工務店につき上限 各４戸
※Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用した場合 各5戸



ゼロエネ型 １工務店につき上限 各４戸
※Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用した場合 各5戸

■ゼロエネ住宅

【5・6地域】 エネルギー削減率全体（Ｒ）１04％以上 太陽光を除く（Ｒ0） 30％以上
ＵＡ値：0.55以下必須

※平成２８年省エネ基準一次エネルギー消費量算定方法に準じた評価方法による
※BELSの認証を必須とする



高度省エネ型 １工務店につき上限 各４戸
ゼロエネ型

●補助金 （各＋最大２０万円（地域材利用） or 最大30万円（三世代同居 or 若者子育て）

ゼロエネ住宅 140万円/戸 ※施工経験4戸以上の事業者は125万円/戸

認定低炭素住宅・性能向上計画認定住宅

70万円/戸

■共通ルールを順守

■認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、ゼロエネ住宅
（別紙参照）

※Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用した場合 各5戸



■共通ルール

①パッシブデザインを必須（下記、いずれか一つ以上）

【集熱・熱移動・蓄熱・通風・採涼・排熱・日射遮蔽・断熱気密】

②京都の地域・気候に応じた建方・様式

・1戸につき1ヶ所以上の格子の設置もしくは和紙の活用

③HEMSもしくはHEMS併用分電盤の設置

④住宅履歴システムの利用

・JBN「いえもり・かるて」を推奨

⑤省エネ技術講習会（設計もしくは施工）受講



■共通ルール

⑥バリアフリー機能かユニバーサルデザイン（下記、いずれか一つ以上）
【つかみやすい手すりやドアノブ、操作しやすいスイッチ・リモコン、深夜も安全に歩行できる夜間照明等】

⑦一般社団法人JBNが編集した「木造住宅工事管理の実務」に沿った施工

⑧住まい手に対し「JBN住まいの管理手帳」を使い

住宅のお手入れの仕方を説明

⑨柱、梁、桁、土台において国内・国外合法木材or京都府産木材

orびわ湖材を50％以上利用

⑩「和の住まいのすすめ」を住まい手に渡す



地域型住宅グリーン化事業（高度省エネ型・ゼロエネ型）
本事業は、地域における木造住宅生産体制を強化し、環境負荷の低減を図るため中小住宅生産者等が、他の中小
住宅生産者や木材、建材流通等の関連事業者とともに連携体制（グループ）を構築して省エネルギー性能や耐久
性等に優れた木造住宅・建築物の整備やこれと併せて行う三世代同居への対応等に対して補助するものです。



省エネ改修型 １工務店につき上限 各５戸
※Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用した場合も各5戸



省エネ改修型 １工務店につき上限 各５戸
※Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用した場合も各5戸

▼パターン表活用例

※対象外
改修と同時に減築を伴う住宅、平屋建て、床面積100㎡未満、混構造、平成28年4月1日以降建築

▼積み立て式

▼注意事項
交付申請後「パターン工事」→「積み立て式」、「積み立て式」→「パターン工事」
への変更は不可



●補助金 50万円/戸

■改修工事：窓または断熱材の改修工事は必ず実施する

※Ⅰ期に未経験工務店が一定以上活用した場合 各5戸
省エネ改修型 １工務店につき上限 各５戸

▼採択例



事務手数料
３万円

令和3年度よりＷＥＢシステム『申請報告ツール』による電子申請方式にて実施



※報告義務※
会社情報変更
契約金額変更
→変更契約書等必須

令和3年度よりＷＥＢシステム『申請報告ツール』による電子申請方式にて実施



採択結果と着工時期

■長寿型

○長期優良住宅

■高度省エネ型／ゼロエネ型

○認定低炭素住宅 ○性能向上計画認定住宅 ○ゼロ・エネ住宅

☞着工時期

採択通知日かつ当協会受理証発行日以降

※ゼロエネの着工許可通知はなし、実績報告時BELS認定書提出。

※ゼロエネ以外（長期・認定低炭素・性能向上）は、認定申請後着工可。

※着工前に必ず敷地写真（着工前写真）を撮影。

工事看板に採択通知番号「国住木21」・撮影日・事業者名・お施主様名記載。

※計画変更にて新規事業者登録する事業者は、計画変更申請時期による。



申請スケジュール

■令和3年度

採択通知日 ： 令和3年6月10日（木）

Ⅰ期交付申請 ： 令和3年6月10日（木）～10月末 予定

Ⅱ期交付申請 ： 令和3年11月前半～ 予定

○Ⅱ期における予算充当時期の目安

・11月前半：初回充当（Ⅰ期末までに申請ツール登録されなかった額を充当）

・12月中旬：追加充当（Ⅰ期末までに申請ツール登録されたが11月20日に失効した額を充当）

交付申請：契約締結後原則1ヶ月以内に提出 ※事業完了後の交付申請は不可

完了実績報告：事業完了後、原則1ヶ月以内に提出



補助金利用に関して

■補助金併用について

国庫補助金の場合は、併用不可

●ZEH 支援事業

●ZEH ＋実証事業

●グリーン住宅ポイント制度

●住宅の建設に関する都道府県等からの補助（国庫補助が含まれているもの）のうち補助対象が
本事業 と重複するもの

以下の給付金は併用可能です。

●すまい給付金

地方公共団体の補助金は併用可能となる場合あり

ただし、（年度によっては）制度が変わることもありますので、ご注意ください。

詳しくは各地方公共団体へお問合せください。



補助金利用に関して

■建設地に係る制限について

住宅が、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する
法律」第9 条第1項の規定に基づく「土砂災害特別警戒区域」に掛かってい
る場合は、補助対象とすることは出来ません。

但し、優良建築物型及び省エネ改修型では、この制限は設けません。

※4 交付申請時には、令和３年４月１日から交付申請日までのいずれかにおいて、住
宅が土砂災害特別警戒区域外であることについての建築士による証明が必要です。



設計サポート

ご希望の方には設計サポートもご準備しております。


